令和８年（2026年）３月12日

生活保護業務支援等サービスシステム導入に係る
情報提供依頼（RFI）について

八王子市福祉部生活福祉総務課

１．依頼の概要
[bookmark: _Hlk224035641][bookmark: _Hlk224048816]八王子市では、生活保護業務において、法令及び法令間の関係性、過去の疑義照会などの実務的知見や業務上のノウハウが、経験豊富な職員によって蓄積されていますが、今後、職員の定年等による大量退職や人事異動により、職員間の知識や対応の質を維持していくことが困難となると考えています。この課題を解決するため、本市では令和８年度からＡＩを活用した生活保護業務支援等サービスの導入を検討しています。
本依頼は、想定する要件等を事前に提示し、システム要件の精度向上及び実現性・妥当性の検証を進めるため、豊富な実績を有する事業者の方に、情報提供を依頼するものです。

２．本市の使用環境（予定）
　　システム利用職員数：約１４０名

３．提案を依頼する事項
(1) 生活保護法令や通知等、膨大な関連情報を集約・体系化し、職員が容易に検索・参照することが可能であること。
(2) 過去のナレッジや自治体独自の運用方法を登録・検索・活用することが可能であること。
(3) AIを活用し、生活保護法令や事例集、独自ルール等を横断的に検索することが可能であること。
(4) 法制度や通知の改正に対応し、迅速にシステム内の情報を最新化することが可能であること。
(5) パブリッククラウド（ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰを含む）型のシステムであること。
または、高度なセキュリティが担保されたネットワーク上で運用されること。
(6) 保守及びサポートがあること







４．情報提供要領
情報提供は以下の内容でお願いします。
(1) 提案事項
上記「３．提案を依頼する事項」をふまえた次の事項についての提案や情報提供をお願いします。提案等にあたっては、既存資料等を活用いただいて構いません。
(ｱ)サービスシステム詳細（機能要件等）
(ｲ)導入スケジュール（構築開始から利用開始までのスケジュール等）
(ｳ)費用（導入費用及び運用費用）
(ｴ)導入による効果等を分析した資料等
(ｵ)他自治体での事例
(2) 提出期限（募集期間）
令和８年３月12日（木）から令和８年３月23日（月）正午まで
(3) 資料提出先及び問い合わせ先等
担当：八王子市　福祉部　生活福祉総務課　小島
　所在：〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
℡　042-620-7476　FAX　042-627-5956
E-mail　b441000@city.hachioji.tokyo.jp
(4) 提出方法
電子メール、または、郵送で提出してください。
(5) 留意事項
（ｱ）提供いただいた情報は、システム導入の調達に向けた検討資料として活用させて
いただきます。
（ｲ）提供いただいた情報について、追加質問やより詳細な情報提供を依頼させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
（ｳ）情報提供に要する費用については、貴社においてご負担をお願いします。
（ｴ）本情報提供依頼は将来の調達や契約、特定製品の導入等を保証するものではあり
ません。
（ｵ）提供いただいた情報については、本市組織内で利用させていただきます。
（ｶ）貴社から提供を受けた資料等の返還は行いません。
（ｷ）本書に記載している内容は、今後変更される可能性があります。
